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（次 第） 

１．議 事 

報告事項 

① 令和６年度 事業報告書について 

審議事項 

 第１号議案 令和６年度 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びに 

財産目録承認に関する件 

監 査 報 告 

 第２号議案 定款一部変更（案）承認に関する件 

 第３号議案 役員報酬規程一部改正（案）承認に関する件 

第４号議案 監事１名選任の件 

 

 

  



 

公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会 

令和６年度 事業報告書 
自：令和 06 年 04 月 01 日 

至：令和 07 年 03 月 31 日 

 

令和 6 年度の我が国経済は、長きにわたったコストカット型経済から脱却し、デフレに後戻りせ

ず、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」に移行できるかどうかの分岐点にあるものの、緩やかな

回復を続けている。 

このような社会的背景の中、本会は宅地建物取引業法第 74 条に基づく埼玉県知事が認定する唯

一の宅地建物取引業の公益社団法人としての公的使命と、宅建業者の 8 割が加盟する最大の業界団

体としての誇りと社会的責任を果たすため、各事業を通じて宅建業の健全な発展と市場の活性化に

貢献した。 

中でも、宅地建物取引士資格試験協力機関の業務受託について、埼玉県及び埼玉県弘済会等との

協議調整を重ね、埼玉県知事の推薦を得て、不動産適正取引推進機構と試験に係る業務委託契約を

締結、公益目的事業の変更認定手続を経て、令和 7 年度より本会が埼玉県における宅地建物取引士

資格試験の協力機関となることが決定した。 

公益事業では、不動産無料相談や弁護士による法律相談、行政と連携した空き家・空地対策、宅

建業の開業希望者に対する開業支援情報の提供を継続して行ったほか、研修等を通じて宅地建物取

引業に従事する人材の育成と専門的知識・資質の向上に努めた。共益事業については、全宅連「ハ

トサポ」を通じた会員のデジタル支援に努め、不動産 DX 化を推進した。さらに、埼玉県宅建協同

組合・全宅連・ハトマーク支援機構との相互連携のもと、会員のビジネスチャンス拡大に努めた。

協会運営では、中長期経営ビジョンである「ハトマークグループ・ビジョン埼玉 2025」に則り、会

員目線による業務支援、組織の見直しや財政改革による財政の健全化、入会促進、事務局組織の変

革に取り組んだ。 

以下、詳細については事業ごとに報告する。 

 

公 1 事業（相談・情報提供事業） 

（1）宅地建物取引に関する相談・助言（開催数 722 回、相談件数 3,666 件） 

ｱ 不動産無料相談員による一般相談 

①本部常設相談所 

原則として毎週月・水・金曜日の週 3 回、年間 142 回（相談件数 1,993 件）実施。 

②支部相談 

「埼玉県不動産無料相談所運営規約 第 4条第 1項第 3 号」及び同規約「第 5 条第 3 項」による。

なお、市（区）町と連携した不動産無料相談業務は現在 40市 8区 6 町と構築している。 
支部相談の相談回数と相談件数 

支部名 回数 件数 支部名 回数 件数 支部名 回数 件数 

川       口 31 85 本       庄 15 45 埼 玉 西 部 90 166 

南       彩 15 28 埼   玉   東 37 51 所       沢 14 82 

さいたま浦和 12 149 越       谷 16 106 彩       西 44 81 

大       宮 19 75 埼       葛 77 220 秩       父 14 31 

彩       央 42 105 北       埼 25 27 
合 計 536 1,461 

埼   玉   北 36 106 県       南 49 104 

 ③不動産無料相談所の周知 

協会ホームページ等により不動産無料相談所を周知した。 

④不動産無料相談員研修会の実施 

不動産無料相談員研修会については、法令遵守指導員研修会と合同して開催、集合研修の対象者

を新人及び希望者のみとし、ベテラン相談員は Web 研修（集合研修の録画配信）による自己学習方

式との併用により実施した。 
「不動産無料相談員研修会」（集合研修）開催概要 

7/1（月）14：40～16：55／埼玉県宅建会館／受講者数：43 名／①「宅建業法に基づく相談対応」埼玉県都市整備部建築安全課宅建相談・指導

担当、②「相談事例等について」本部専任相談員、③「不動産相談室の相談から見る最近の相談内容」（公社）不動産流通推進センター不動産

相談室不動産相談員／不動産無料相談員就任数：408 名 
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⑤地方公共団体及び関係諸団体等との連携強化 

充実した相談体制を推進するために、埼玉県都市整備部建築安全課及び関係団体と連携してコバ

トン弁護士不動産相談会を年間 19回（相談件数 42 件）実施。また、保証協会埼玉本部の諸委員会

との連携に努めた。 

⑥不動産無料相談所の活用による空き家等解消策の促進 

不動産無料相談を通じた「空き家相談における会員紹介制度」を実施した結果、相談 47 件、成

約 3 件となった。また、埼玉県住宅供給公社との空き家相談協定書に基づき、住まい相談プラザで

実施する空き家相談に無料相談員を派遣し、通算 1 回の開催に対して 1 件の空き家相談に応じた。 
 
ｲ 弁護士による不動産法律相談 

・弁護士による不動産法律相談会の実施 

原則として毎月 2 回、年間 24 回実施（相談件数 169 件）。 
相談種目件数 

種目 件数 種目 件数 種目 件数 

1.業者に関する相談 226 6.手付金に関する相談 1 11.建築（建基法含）に関する相談 75 

2.契約に関する相談 608 7.税金に関する相談 85 12.価格等に関する相談 75 

3.物件に関する相談 576 8.ローン等に関する相談 35 13.国土法・都計法等に関する相談 13 

4.報酬に関する相談 87 9.登記に関する相談 106 14.その他 628 

5.借地借家に関する相談 671 10.業法・民法に関する相談 480 合計 3,666 

 

（2）宅地建物取引に関する普及啓発 

ｱ セミナーによる普及啓発 

ｱ-1 ハトマーク不動産セミナー（本・支部協力開催） 

①ハトマーク不動産セミナーの実施 

 
②ハトたまクラブ（情報提供サービス）による情報提供 

ハトマーク不動産セミナーの受講者数の増加を図るため、ハトたまクラブ（情報提供サービス）

の普及促進を行うとともに、ハトたまクラブ利用者（一般消費者）を対象にハトマーク不動産セミ

ナー開催案内等の情報を提供した。 
 
ｱ-2 宅建オープンセミナー（支部主催） 

・支部主催宅建オープンセミナーへの支援等 

支部主催の宅建オープンセミナーについては、その実施状況の把握に努めるとともに、開催予定

表の提出を求め協会ホームページで開催状況を公開した。 
 
ｲ 展示会（不動産フェア）による普及啓発 

・不動産フェア来場者に対する情報提供 

各地域の産業祭等で開催される不動産フェアを通じ、消費者に対して宅地建物取引に関する知識

や情報等の提供を行った。（実施会場：32 会場） 

 

（3）宅地建物取引業法及び関係法令、業者の情報提供 

ｱ 宅建業開業支援セミナーにおける情報提供 

・宅建業開業支援セミナーの開催 

これから宅建業の開業をお考えの方、宅建業に興味のある消費者の方を対象とした標記セミナー

を 3 回開催し、計 111 名の参加者があり 28 件の入会があった。 
 
ｲ 広報誌・ホームページ・新聞等における情報提供 

①広報誌による情報提供 

広報誌「宅建ニュース」を年 2 回発行し、会員直送便で全会員に送付するとともに、本・支部窓

口及び埼玉県庁において配布を行った。誌面では宅建業法を中心とした関係法令や制度の周知、不

動産無料相談等の協会公益事業の啓発を行った。 

②ホームページ等による情報提供 

協会ホームページ及び SNS（Facebook・Instagram・X（旧 twitter））を随時更新し、本会の活動

内容や活動報告、イベントの告知などを積極的に実施した。 

「ハトマーク不動産セミナー」開催概要  

共催：公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会埼玉本部／後援：埼玉県・さいたま市 

＜ミニセミナー・個別相談会＞12/22（日）13：30～15：40／熊谷文化創造館さくらめいと／松本明子さんと学ぶ新空き家対策／ＤＶＤ上映：空き

家問題解決事例（管理・売却・活用）／宅地建物取引士：相続の基礎講座「相続人の確定、遺産分割協議書など」／司法書士：遺言書の作成／

行政書士／受講者数：11 名（うち 8 名が個別相談利用） 

＜Web 型＞一般公開：11/1～1/31／「住宅賃貸借契約の注意点」（3 部構成）／（一財）不動産適正取引推進機構／視聴数：計 414 回 
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③会員業者情報の提供 

「会員名簿」を協会ホームページで公開し、会員業者情報の提供を行った。 

④消費者への情報提供 

不動産取引等に関する重要な事項の消費者への情報提供として、「住宅賃貸借契約の注意事項」、

「不動産売買契約の注意事項」を協会ホームページに掲載した。 
 
ｳ 本・支部事務所における情報提供 

本部事務局が電話・対面により、一般消費者等に対し宅建業法など法令や、免許を始め各種申請

手続き等の問合せに適切な助言や情報提供を行った。 

 

（4）宅地建物取引に関する調査・資料収集・情報提供 

ｱ 不動産流通標準情報システム（レインズ） 

レインズの適正な利用方法に関する研修・指導業務や会員管理メンテナンス業務について、公益

財団法人東日本不動産流通機構及びレインズコールセンターと連携を図り、適切かつ迅速な対応を

行った。また、同機構及び全宅連東日本地区指定流通機構協議会へ本会役員を派遣し、同機構運営

に関する諸整備及び財務等に参画した。 
 
ｲ 不動産統計情報サイト（ハトマークサイト） 

全宅連協力のもと、消費者が住まい探しをする際の参考となる相場情報をはじめとした統計デー

タや物件情報等の提供に努めた。 

 

 

公 2 事業（法令遵守指導・人材育成事業） 

（1）宅建業者法令遵守指導・助言 

ｱ 法令遵守指導 

①法令遵守指導の実施 

自主規制事業の一環として、宅地建物取引業の公正な取引及び消費生活の安定・向上を図るため、

法令遵守指導等に関する規程に基づき、法令遵守指導員による会員事務所への調査、指導を下記の

とおり行った。また、令和 6 年 7 月 1 日改正の報酬額表の掲示について重点指導した。なお、「法

令遵守指導員研修会」については、不動産無料相談員研修会と合同して開催、集合研修対象者を新

人及び希望者とし、ベテラン指導員は自己学習方式による就任方式との併用により実施した。 
 
「法令遵守指導員研修会」開催概要 

7/1（月）14：40～16：55／埼玉県宅建会館／受講者数：43 名／①「法令遵守指導員資料について」事務局、②「法令遵守指導の留意事項につ

いて」埼玉県都市整備部建築安全課宅建相談・指導担当／法令遵守指導員就任数：264 名  
法令遵守指導の対象者 

令和 7 年度に免許満了日を迎える会員 221 令和 5 年度に新規入会した会員 558 
  
法令遵守指導票支部別回収状況 

支部名 対象数 回収数 支部名 対象数 回収数 支部名 対象数 回収数 

川       口 51 51 本       庄 20 20 埼 玉 西 部 110 110 

南       彩 33 33 埼   玉   東 50 50 所       沢 41 41 

さいたま浦和 88 88 越       谷 44 44 彩       西 27 27 

大       宮 90 90 埼       葛 66 66 秩       父 10 10 

彩       央 48 48 北       埼 23 23 
合 計 779 779 

埼   玉   北 38 38 県       南 40 23 
 

 

 
法令遵守指導票集計表 ※｢無効｣：調査不能件数。｢その他｣：取引が無かったもの及び調査不能件数。 

 調査事項 内容 件数 

1 標識（業者票） １．掲示している 
①現状と一致している 
②現状と一致していない 

２．掲示していない 
３．無効 

723 
721 

2 
2 

54 
2 報酬額表 １．掲示している 

２．掲示していない 
３．無効 

717 
8 

54 
3 取引台帳 １．備え付けてある 

２．備え付けていない 
３．その他 

703 
4 

72 
4 重要事項説明書 １．説明し交付している 

２．交付していない 
３．その他 

702 
0 

77 
宅地建物取引士証の
提示 

１．提示している 
２．提示していない 
３．無効 

719 
5 

55 

 調査事項 内容 件数 

9 供託所等の説明 １．説明している 
２．説明していない 
３．無効 

717 
8 

54 
供託所の説明書 １．掲示している 

２．掲示していない 
３．無効 

703 
22 
54 

10 業協会会員之章 １．掲示している 
２．掲示していない 
３．無効 

702 
23 
54 

11 保証協会会員之証 １．掲示している 
２．掲示していない 
３．無効 

706 
18 
55 

12 協会の写真入業者証 １．掲示している 
①現状と一致している 
②現状と一致していない 

２．掲示していない 
３．無効 

685 
681 

4 
40 
54 
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②不動産関係法令遵守・指導の実施 

宅地建物取引業法その他の不動産関係法令の制定・改正については、情報収集に努め関係団体等

と連携し会員への周知を図った。全宅連等からの通知は支部に連絡するとともに、会員に対しては

協会ホームページ等を通じ周知徹底を図った。また、本会及び埼玉県建築安全課等と作成した「宅

地建物取引における人権問題について（人権ガイドライン）」の周知普及に努めたほか、行政等の人

権意識の向上に向けた事業に対し積極的に協力した。 
 
ｲ 不動産広告に係る関係規約等の遵守・啓発 

・公正競争規約指導員養成講座（会場・オンライン形式［ZOOM］）の実施 
 
「公正競争規約指導員養成講座」開催概要 

12/20（金）13：30～14：30／埼玉県宅建会館／受講者数：41 名（会場：38、オンライン：3）／「規約指導員養成講座」／（公社）首都圏不動産公正

取引協議会  
・不動産公正競争規約の遵守徹底 

新規入会時に冊子「不動産の公正競争規約」を配布した。令和 4年 9 月 1日施行の改正表示規約

を周知徹底するため、宅建業者法定研修会を通して再確認を図った。また、新規入会時に冊子「不

動産の公正競争規約」を配布した。 
 
ｳ 宅地建物取引業法違反者に対する指導 

会員の監督処分等については、当該会員に対して、指導及び誓約書の提出を求めた。 
 

宅地建物取引業法違反（1 件）  不動産の表示に関する公正競争規約違反（警告 5 件） 
概要 処分  概要  

事務所不確知 免許取消  インターネットおとり広告ほか  

 

（2）専門的知識・技能の普及等の人材育成事業 

ｱ 宅地建物取引業者等を対象とした研修会 

ｱ-1 宅建業者法定研修会（本部主催） 

・宅建業者法定研修会の実施 

宅地建物取引業法第 64 条の 6 に基づく研修会を集合研修と WEB 研修の併用により実施した。な

お、集合研修全 4 会場において出席者を対象に人権意識向上に向けたアンケート調査を実施した。 

 
ｱ-2 宅建業法令研修会（支部主催） 

・支部主催宅建業法令研修会への支援等 

5 契約書・媒介契約書 １．説明し交付している 
２．交付していない 
３．その他 

701 
1 

77 
6 従業者名簿 １．備えている 

２．備えていない 
３．無効 

713 
12 
54 

7 従業者証明書 １．交付している 
２．交付していない 
３．無効 

710 
15 
54 

１．携帯させている 
２．携帯させていない 
３．無効 

711 
14 
54 

8 変更届（免許権者） １．有 
①届出済 
②未届出 

２．無 
３．無効 

70 
66 
4 

655 
54 

変更届（協会） １．有 
①届出済 
②未届出 

２．無 
３．無効 

65 
59 
6 

660 
54 

 

13 政令の使用人設置証
明証（支店のみ調査） 

１．掲示している 
①現状と一致している 
②現状と一致していない 

２．掲示していない 
３．無効 

98 
98 
0 
7 
4 

14 専任の宅地建物取引
士設置証明証 

１．掲示している 
①現状と一致している 
②現状と一致していない 

２．掲示していない 
３．無効 

687 
685 

2 
38 
54 

15 専任の宅地建物取引
士数 

１．適正である 
２．適正でない 
３．無効 

723 
2 

54 
専任の宅地建物取引
士の常勤 

１．常勤している 
２．常勤していない 
３．無効 

723 
2 

54 
宅地建物取引士証の 
有効期限切れ 

１．有 
２．無 
３．無効 

2 
723 
54 

16 本人確認記録の作成・
保存 

１．作成・保存している 
２．作成・保存していない 
３．その他 

683 
12 
84 

17 取引記録の作成・保存 １．作成・保存している 
２．作成・保存していない 
３．その他 

686 
11 
82 

 

「宅建業者法定研修会（集合研修）」開催概要 
日    程 会    場 日    程 会    場 

10/10 ウェスタ川越「大ホール」 11/11 埼玉会館「大ホール」 
10/28 越谷サンシティホール「大ホール」 11/18 熊谷文化創造館(さくらめいと)「太陽のホール」 

受講者数 1,207 名 

内    容 

第 1 部「不動産取引における宅建業法上の注意事項」埼玉県都市整備部建築安全課（13：15～13：55） 
第 2 部「最近の法令改正と実務のポイント」(一財)不動産適性取引推進機構（13：55～14：45） 
第 3 部「高齢者の不動産取引の基礎知識と具体的な手法解説～空き家発生の多くは相続から～」北澤不動産コンサルティング 代
表 北澤秀樹氏（15：00～16：30） ／ ＊開会 13：00 閉会 16：30 

 「宅建業者法定研修会（WEB 研修）」開催概要 

協会ホームページに「宅建業者法定研修会」の WEB 研修ページを配置。10/1～11/29 の期間限定で配信した。視聴数：合計 5,802 件 
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支部主催の宅建業法令研修会については、その実施状況の把握に努めるとともに、開催予定表の

提出を求め協会ホームページで開催状況を公開した。 
 
ｱ-3 新規免許取得者研修（本部主催） 

・宅地建物取引業免許 新規取得者向け研修会の実施 

宅建業の新規免許取得者等を対象として、不動産関係法令等の解説を中心とした無料の研修会を

2 回開催した。 

 
ｲ 宅地建物取引士法定講習会等 

ｲ-1 宅地建物取引士法定講習会 

宅地建物取引士証の交付に係る法定講習会を下記のとおり開催し、宅地建物取引士の資質向上を

図り、宅地建物取引業の適正な運営の確保に寄与した。 

 
ｲ-2 宅地建物取引士資格の登録申請書等受付・届出周知・励行 

埼玉県から受託した事務を委託事務実施要領に基づき下記のとおり適切に処理し、宅地建物取引

業法の健全な発展に寄与した。また、受託業務を通じて取り扱う個人情報の適切な管理に努めた。 

 

 

 

公 3 事業（地域社会貢献・発展・振興事業） 

（1）一般消費者の住環境・住生活の向上を図る地域社会の健全発展・振興 

ｱ 緑化・環境対策事業 

ｱ-1 トラスト基金等自然環境保全及び地域環境美化活動 

①さいたま緑のトラスト基金へ寄附活動 

埼玉県の優れた環境を保全するために、協会の各種行事で募金活動を実施し、「さいたま緑のト

ラスト基金」への寄附（寄附金額：50,000 円）、「緑の基金」への寄附（寄附金額：146,689 円）を

行い、埼玉県の緑化等環境保全事業に協力した。 

「宅地建物取引業免許 新規取得者向け研修会」開催概要 

＜第 1 回＞7/22（月） ＜第 2 回＞1/24（金）／13：30～16：20／埼玉県宅建会館／受講者数：93 名（第 1 回：52 名、第 2 回：41 名）／ 

①「宅地建物取引における人権問題について」埼玉県県民生活部人権・男女共同参画課、②「不動産トラブル事例等の解説」(一財)不動産適

正取引推進機構、③「違反事例から見る不動産広告のポイント」(公社)首都圏不動産公正取引協議会、＊紙上研修資料「不動産取引における

注意事項について」埼玉県都市整備部建築安全課宅建相談・指導担当 

「宅地建物取引士法定講習会」集計表 

№ 日程 会場 申込者 受講者 欠席者 № 日程 会場 申込者 受講者 欠席者 

1  4/19（金） Web 238 237 1 17 10/18（金） Web 161 160 1 

2  4/24（水） 埼玉県宅建会館 138 134 4 18 10/30（水） 埼玉県宅建会館 136 128 8 

3  5/10（金） Web 185 184 1 19 11/08（金） Web 223 223 0 

4  5/23（木） 埼玉県宅建会館 139 134 5 20 11/22（金） Web 247 247 0 

5  5/24（金） Web 155 154 1 21 11/27（水） 埼玉県宅建会館 140 135 5 

6  6/21（金） Web 209 206 3 22 12/06（金） Web 216 213 3 

7  6/26（水） 埼玉県宅建会館 136 132 4 23 12/18（水） 埼玉県宅建会館 134 127 7 

8  7/19（金） Web 169 169 0 24 12/20（金） Web 249 248 1 

9  7/25（木） 埼玉県宅建会館 138 134 4 25  1/17（金） Web 359 356 3 

10  8/02（金） Web 108 108 0 26  1/30（木） 埼玉県宅建会館 138 134 4 

11  8/16（金） Web 99 99 0 27  2/21（金） Web 322 320 2 

12  8/28（水） 埼玉県宅建会館 133 128 5 28  2/26（水） 埼玉県宅建会館 139 130 9 

13  9/06（金） Web 124 123 1 29  3/07（金） Web 179 178 1 

14  9/20（金） Web 99 99 0 30  3/21（金） Web 166 165 1 

15  9/27（金） 埼玉県宅建会館 118 113 5 31  3/27（木） 埼玉県宅建会館 137 132 5 

16 10/04（金） Web 114 114 0 合 計 5,248 5,164 84 

宅地建物取引士 申請受付件数 

No. 申請書名 受付数 

1 宅地建物取引士資格登録申請書 1,170 

2 宅地建物取引士登録移転申請書 6 

3 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 2,012 

4 宅地建物取引士証の交付に係る申請書 6,438 

 （内訳）(1)講習受講者に係る宅地建物取引士証 5,617 

 (2)試験合格 1 年以内の者に係る宅地建物取引士証 781 

 (3)再交付に係る宅地建物取引士証 40 

 (4)登録移転に係る宅地建物取引士証 0 

5 宅地建物取引士証書換え交付申請書 1,159 

 （内訳）(1)住所のみの変更に伴う書換え 1,052 

 (2)氏名または氏名及び住所の変更に伴う書換え 107 

合計 10,785 
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②屋外広告物の適正化 

屋外広告物法及び屋外広告物条例により、道路上の電柱等にはり紙や立て看板等を表示すること

は禁止されているため、協会ホームページ等に記事を掲載し違反広告物を表示しないよう注意を喚

起した。 
 
ｱ-2 地球温暖化防止のための意識・啓発 

①太陽光発電システムの普及促進 

社会貢献事業の一環で地球温暖化防止対策のために宅建会館屋上に設置した太陽光発電システ

ムにより環境保全活動と節電に努め、本年度の発電状況は総交流電力量 40,303kW/h となり、化石

燃料を使用した火力発電による二酸化炭素排出量に換算して約 12,000kg の CO2 を削減するととも

に、協会ホームページによる普及促進活動に取り組んだ。また、環境省で推奨するクールビズ、ウ

ォームビズ、ナチュラルビズを実施し節電に努めた。 
 
ｲ 防犯対策・暴力追放事業 

①埼玉県防犯まちづくり協定に基づく活動 

県・県警察本部との間で締結した「新埼玉県防犯のまちづくりに関する協定」に基づき、防犯意

識高揚のための情報提供を協会ホームページに掲載し、県民及び会員への注意喚起を行ったほか、

支部青年部による防犯パトロールの実施や、各市町村での自治会加入促進に協力し、地域社会の発

展・防犯に寄与した。 

②振り込め詐欺等被害防止のための連携・協力に関する協定に基づく活動 

県・県警察本部との振り込め詐欺等被害防止のための連携・協力に関する協定に基づき、振り込

め詐欺等の被害防止に向けた広報や行政機関への通報・情報提供活動に努めた。 

③危険ドラッグの販売等の防止に関する協定に基づく活動 

埼玉県及び埼玉県警察と締結した「危険ドラッグの販売等の防止に関する協定」に基づき、建物

賃貸借契約書（特約事項欄）及び重要事項説明書（その他欄）の記載方法として、危険ドラッグの

販売等を禁止する事項及び当該禁止事項に違反した場合の契約を解除する事項の利用を協会ホー

ムページに記事を掲載し会員に周知した。また、薬物乱用防止啓発ポスターを全会員に配布して注

意喚起を行った。 

④民事介入暴力事案の連携に関する協定に基づく活動 

埼玉弁護士会との「民事介入暴力事案の連携に関する協定」に基づき、会員及び会員の顧客との

暴力団等の反社会的勢力が絡む民事介入暴力事案に対処するため、連携して行う無料法律相談等の

周知に努めた。 

⑤埼玉県自動車盗難防止対策連絡会議参画に基づく活動 

連絡会からの啓蒙情報を協会 SNS に掲載し注意喚起を図った。 

⑥浦和レッドダイヤモンズ㈱との地域社会貢献活動の共同展開に関する協定に基づく活動 

浦和レッドダイヤモンズ㈱と締結した『地域社会貢献活動の共同展開に関する業務提携協定』に

基づき、「幸せなまちづくり」事業の一環として地域社会貢献事業 PR ポスターを会員のほか近隣企

業、来館者等に配布・掲示の依頼をした。 

⑦広報誌・ホームページ等による情報提供 

防犯対策や暴力追放事業に係る情報提供や啓発を行った。 
 
ｳ 地域社会の健全な発展事業 

ｳ-1 震災被災者支援 

・埼玉県震災時民間賃貸住宅提供に関する協定に基づく活動 

埼玉県との震災時における民間賃貸住宅の提供に関する協定に基づき、協会ホームページ等で協

定内容の周知を行うとともに登録会員の増員に努め、登録会員数は 277 会員となった。 
 
ｳ-2 住宅確保要配慮者への賃貸住宅の供給支援 

①埼玉県あんしん賃貸住宅等登録制度への協力 

埼玉県都市整備部住宅課が実施する「埼玉県あんしん賃貸住宅等登録制度」の趣旨に賛同し住宅

確保要配慮者の住まい探しに協力する仲介業者を登録する「埼玉県あんしん賃貸住まいサポート店」

について、本会会員登録店舗は 186 店舗となった。 

②埼玉県住まい安心支援ネットワークへの協力 

埼玉県住まい安心支援ネットワークについては、構成団体として諸会議や研修会に参加するなど

積極的に協力体制を構築した。 
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ｳ-3 産業廃棄物不法投棄の情報提供事業協力 

県廃棄物不法投棄情報提供に関する協定に基づき、協会ホームページ等を通じて会員へ協定内容

の周知を行うとともに、行政機関への通報・情報提供活動等の不法投棄防犯に取り組んだ。 
 
ｳ-4 AED（自動対外式除細動器）普及啓発 

協会本部と支部に設置している AED（自動対外式除細動器）の普及促進を行った（AED 設置場所：

本部、埼玉東支部、越谷支部）。 
 
ｴ 地域社会の振興事業 

ｴ-1 市民祭等参加とチャリティ募金寄付等事業（支部主催） 
 
ｴ-2 スポーツ振興 

浦和レッズとの協定に基づき「幸せなまちづくり」事業の一環として、スポーツ振興（ポスター

配布・掲示）による地域社会の健全な発展に寄与した。 
 
ｴ-3 地域住民対象イベント等開催 

・広報誌及びホームページ等による情報提供 

協会広報誌の地域振興記事において、県内各地の写真や名所等を紹介した。 
 
ｴ-4 公共団体との協力による公共事業用地取得に伴う代替地情報提供事業、企業誘致活動に対する

物件情報提供等協力支援等 

①空き家バンクへの協力活動  

県内 32 市 17 町１村が運営する 40の空き家バンクで 12 支部が空き家の利活用に協力した。 

②空き家の持ち主応援隊（埼玉県空き家管理サービス事業者登録制度） 

埼玉県と連携し、「不動産業者向け空き家管理セミナー」を開催した。その結果、空き家の持ち主

応援隊の登録会員数は 201 店舗（197 会員）となった。 

 
③埼玉県「空き家コーディネーター業務」の受託 

空き家の流通・活用等を促進するため、空き家相談の総合窓口を設置し、空き家所有者や空き家

活用希望者からの相談に対応したほか、協会ホームページや PR チラシを活用して本事業を広く周

知した。相談受付件数は 216 件となった。 

④移住・定住促進事業への協力 

埼玉県の実施する「住むなら埼玉！応援パートナー」制度に協力し、県内への移住・定住人口の

増加や地域活性化に努めた。 

⑤支部・エリア活動の支援 

支部・エリアで実施するまちづくりや空き家対策等に関する研修会の活動支援を行った。 

⑥国有財産及び県有地の売払いへの協力活動 

関東財務局による国有財産の売払いに関する媒介制度及び埼玉県総務部管財課による県有地の

売払いについて、協会ホームページを通じて会員へ周知を行った。 

⑦企業誘致活動への協力 

埼玉県の実施する企業誘致活動の周知に協力した。 

⑧女性活躍推進事業への協力活動 

埼玉県産業労働部人材活躍支援課からの要請に基づき、女性活躍推進のための講演・セミナーの

周知に協力した。 
 
ｴ-5 宅地建物取引業に関わる意見提言 

①埼玉県都市計画審議会への参画 

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業な

ど都市計画に関する事項を調査審議する埼玉県都市計画審議会へ本会役員を派遣し参画した。 

②埼玉県空き家対策連絡会議への参画 

埼玉県建築安全課・住宅課「埼玉県空き家対策連絡会議」の全体会議及び専門部会へ本会役員を

派遣し参画した。 

③埼玉県既存住宅流通促進ネットワークへの参画 

利用目的のない空き家の抑制、既存住宅の流通促進を図るため、官民が連携した「埼玉県既存住

宅流通促進ネットワーク」の全体会議及び専門部会へ本会役員を派遣し参画した。 

 

 

「不動産業者向け空き家管理セミナー」開催概要 7/8（月）／埼玉県宅建会館／受講者：102 名 
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収 1 事業（会議室等賃貸、会員提供品販売、関係団体事務受託） 

（1）会議室等の賃貸 

埼玉県宅建会館管理規程等に基づき、研修・講習等を目的とした関係団体等への会館施設貸与を

行った。 
 
（2）会員提供品の販売 

会員の業務上にかかる各種申請書及び掲示物を販売した。 
 
（3）関係団体等の事務受託 

①関係団体の事務受託 

埼玉県宅建協同組合、埼玉県不動産コンサルティング協議会、一般社団法人全国賃貸不動産管理

業協会埼玉県支部に対し円滑な業務運営のため積極的に協力した。また、全宅連安心 R 住宅の事務

を受託し、本会の 11 会員が登録構成員となった。 

②住宅瑕疵担保履行法に伴う基準日における届出手続き等受付・書類確認事務 

住宅瑕疵担保履行法に伴う届出について、埼玉県と住宅瑕疵担保履行法届出書受付事務等委託契

約を締結し、埼玉県から受託した事務（122 件受付）を委託事務実施要領に基づき迅速かつ円滑に

処理した。 

③宅地建物取引士資格試験実施事務への協力 

・公益社団法人 埼玉県弘済会より試験に係る一部業務を受託し、令和 6 年 10 月 20 日に実施され

た試験における下記 6カ所の会場に係る試験本部員及び試験監督員等の手配、会場設営、試験運

営を円滑に実施した。また、試験事務従事者の資質確保のため、本部員説明会、主任監督員説明

会の開催、試験事務説明動画の配信、本部員試験ハンドブックの作成などを行った。 

 
・公益社団法人埼玉県弘済会が行う宅地建物取引士資格試験のインターネット及び郵送試験申込審

査業務へ本部事務局職員を派遣し、実務を習得した。 
 
④賃貸不動産経営管理士講習の開催 

一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会と締結した「賃貸不動産経営管理士講習の運営に関する

覚書」に基づき、賃貸不動産経営管理士試験の受験者向けに公式テキストの解説を中心とした講習

を開催した。 

 

 

他 1 事業（会員研修、業務支援、交流活動） 

（1）会員研修 

①全宅連不動産キャリアパーソン講座受講促進・運営事務 

新規入会者等を対象に、「全宅連不動産キャリアパーソン講座」の受付事務を 224 件行った。 
 
（2）会員業務支援 

①宅地建物取引士賠償責任保険・全宅住宅ローンの加入・利用促進 

「宅地建物取引士賠償責任保険・全宅住宅ローン」のパンフレットを配布した。 

②ハトサポ BB の利用促進 

ハトサポ BB の機能を紹介するチラシを会員へ配布し周知した。 

③広報誌及びホームページ等による情報提供 

協会・協同組合・全宅連等による会員向けサービス情報を集約した総合窓口として、協会ホーム

ページ「ハトサポ埼玉」を随時更新し、会員向けコンテンツを提供した。 

④免許更新申請に関する支援 

埼玉県の定める宅建業免許申請（更新）の事務について、県作成の手引きに基づき適切な助言に

努めた。 

宅地建物取引士資格試験実施事務 概要（日程：10/20（日）） 

会場 試験本部長 試験事務従事者 受験申込者数 出席者数 欠席者数 出席率 

獨協大学 登録講習修了者・一般受験者会場 三城 貴広 副会長 211 名 3,760 名 3,240 名 520 名 86.2％ 

浦和麗明高等学校 一般受験者会場（女性専用） 渡邉 勝久 副会長 90 名 1,040 名 887 名 153 名 85.3％ 

栄北高等学校 一般受験者会場 小林 忠男 支部長 93 名 1,090 名 731 名 359 名 67.1％ 

埼玉自動車大学校 一般受験者会場 富田 満   副会長 68 名 697 名 432 名 265 名 62.0％ 

狭山ヶ丘高等学校 一般受験者会場 奥冨 浩   副会長 85 名 1,057 名 814 名 243 名 77.0％ 

西武文理大学 登録講習修了者会場 横田 等   副会長 92 名 846 名 756 名 90 名 89.4％ 

計 639 名 8,490 名 6,860 名 1,630 名 80.8％ 

「賃貸不動産経営管理士講習」開催概要 8/6（火）／埼玉県宅建会館／受講者：98 名 
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（3）会員交流 

①新規免許取得者研修会 

受講者の座席を県内東西南北の 4エリアに分けた着座配置として、同じブロックに着席の方は商

圏が比較的近い方同士であるという認識のもと、名刺交換の時間を設け人間関係構築を促した。 

②新年賀詞交歓会 

行政・議員・関係団体等との交流を通じて、本会の対外的ＰＲを図るとともに、円滑な友好関係

の構築に努めた。 

 
 

 

法人管理 

（1）総務 

①各種会議・事業内容の把握 

会務運営を円滑に遂行するため、総会・各種会議・委員会開催状況【別表 1】、事業内容の把握に

努めた。 

②各種表彰対象者の選考、具申及び受章者・受賞者の顕彰 

埼玉県表彰規則、国土交通大臣表彰推薦要領、褒章推薦要領に基づく表彰候補者について行政機

関へ推薦を行った。本年度は下記の会員が受章・受賞された。 

 
③諸規定の整備 

協会の円滑な業務運営のために諸規定を改正・整備した。 

④埼玉県宅建会館管理運営業務 

埼玉県宅建会館管理規程等に基づき、適正な運営と財産の保持、警備、防災、衛生などの維持管

理に努めた。 

⑤ネットワークシステムの維持運営管理業務 

本・支部間のネットワークシステムについて、保守管理業者と連携して効率的かつ安定的な保守・

運営管理を行った。 

⑥協定締結機関からの情報提供業務 

協定締結機関から情報提供の依頼があった際は、会員直送便や広報誌、協会ホームページを利用

して周知を図り業務の協力に努めた。 

⑦不動産市況 DI調査への協力 

公益社団法人埼玉県不動産鑑定士協会が実施する「不動産市況 DI 調査」に協力し、適正な不動

産市況情報の提供に努めた。（7 月と 1 月の 2 回実施） 

⑧埼玉県行政書士会との連携強化 

業務協定書に基づき、行政書士への「宅建業者新規入会申請代行に対する謝礼贈呈」に関する事

業を継続して実施し、21 件の申請があった。 
 
（2）入退会計画等 

①入退会関係業務 

入会申請者に対する手続きについては 16 支部と連携し厳正に行い、協会組織の基盤強化に努め

た。なお、本年度の支部別入退会者数及び会員数は【別表 2】の通りとなった。 

②「入会のご案内」の配布 

見やすくわかりやすい標記ご案内を、16支部、「宅建業 開業支援セミナー」受講者、入会希望者、

関係行政機関、関係団体等に配布した。 

③協会ホームページ「宅建業の開業・ご入会」カテゴリーでの情報提供 

「お問合せ・資料請求」フォームにていただいた内容に対し、迅速に対応した。 

④入会申請者の郵送申込手続きの推進 

入会申請者の手続き軽減のため、郵送による入会申請を推進した。 

「令和 7 年 新年賀詞交歓会」開催概要 1/16（木）／ロイヤルパインズホテル浦和 4F「ロイヤルクラウン」／参加者：133 名 

令和 6 年度 受章・受賞者   

叙勲・褒章・表彰内容 受章・受賞年月日 受章・受賞者 

黄綬褒章 令和 6 年 11 月 03 日 飯田 成寿 氏（越谷支部） ※全宅連推薦 

黄綬褒章 令和 6 年 11 月 03 日 松永 好夫 氏（川口支部） 

国土交通大臣表彰 令和 6 年 07 月 10 日 奥冨   浩 氏（彩西支部） 

国土交通大臣表彰 令和 6 年 07 月 10 日 松島 義浩 氏（さいたま浦和支部） ※全宅連推薦 

埼玉県知事表彰 令和 6 年 11 月 14 日 小林 忠男 氏（大宮支部） 
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⑤「宅建業開業スタートアップキャンペーン」の実施 

(a)一定の条件を満たした場合の入会金一括支払いに対して入会金 20 万円の減額を実施し、113

件の入会があった。 

(b)入会初期費用を抑えるため一定の条件を満たした場合、入会金の一部をクレジットカードで

の支払いを可能とし、1件の入会があった。 

(c)一定の条件を満たした場合、入会金 20 万円の減額と併せて入会金の一部をクレジットカード

での支払いを可能とし、16 件の入会があった。（10 月より実施） 

⑥その他の入会促進の実施 

(a)新規開業者の入会手続きを申請代行いただいた行政書士へ謝礼を行い、21 件の入会があった。 

(b)冊子「埼玉県宅建協会の魅力」の改定を行い、宅建業開業支援セミナー受講者、入会希望者に

配布を行った。 

(c)新規免許取得者名簿を毎月月初に入手し、未供託業者に対して電話による入会勧誘（案内）を

行った。 

(d)全宅連で行っている「入会者アンケート」の回収に努め、119 件の回答を頂き、入会促進活動

の参考とした。 

(e)前年度に引き続き「開業者の体験談」として、会員 12名を協会ホームページに掲載した。 

(f)新規開業入会者に受講いただいている「不動産キャリアパーソン講座」受講料 8,800 円を協

会負担とした。（10 月より実施） 
 
（3）組織関係 

①組織財政改革特別委員会 

会長諮問事項「中長期的なビジョンを見据えた組織強化及び財政改革の検討」を受け、以下の事

項の通り協議、提言を行った。 

(a)他県協会の支部統廃合の事例等モデルケースなども検討し、本会のエリア制度を基盤とした組

織再編による本・支部会計の一元管理の構想について協議した。 

(b)入会促進策として、令和 7 年 3 月迄の期限付き開業支援制度である「宅建業 開業スタートアッ

プキャンペーン（入会金減額等）」の継続を協議し、実施した。 

②宅地建物取引士資格試験特別委員会 

埼玉県における宅地建物取引士資格試験の協力機関を目指して、埼玉県及び公益社団法人 埼玉

県弘済会と協議調整に取り組み、埼玉県知事の推薦を得て、一般財団法人 不動産適正取引推進機

構と試験に係る業務委託契約を締結し、また、公益目的事業の変更認定手続きを経て、令和 7 年度

より埼玉県における試験協力機関の業務を行うことになった。 
 
（4）綱紀関係 

本年度は会員より懲戒申請が無かった。また、総会・理事会・常務理事会にて倫理綱領の唱和を

行い遵法意識高揚に努めるとともに広報誌等を通じて倫理綱領の周知徹底を図った。 
 
（5）財務 

①本会の財務運営については、事業執行に伴う予算執行状況並びに入会金、会費納入状況を正確に

把握し、予算及び決算業務について公益法人会計基準に準拠した会計処理を行った。 

②Web 動画視聴による本支部監事研修を実施し、統一的な監査体制の確立に務めた。 

③支部との連携のもと公益法人会計基準に沿った会計処理の指導に努め、より一層の一体化した会

計処理の構築に努めた。 

④会計処理について監事による監査を始め、専門的立場から顧問公認会計士による指導及び助言を

受け、適正な会計処理の徹底に努めた。 
 
（6）会費徴収事務（支部主催） 

※支部実施として支部事業報告に記載 
 
（7）広報業務 

本会事業の内容や実績について、協会広報誌・ホームページ・SNS 等を通じて随時に周知活動を

行ったほか、業界紙や地元紙に広告掲出等を通じてハトマークブランディング強化に努めた。さら

に、テレビ・ラジオ・インターネット広告を通じて会員店舗への来店促進 PR を実施した。 

ラジオ広告では、5/13～翌年 1/29 にかけて、「FM NACK5」において、20秒スポット CM、60 秒生

CM、レポート中継 CM、番組出演企画 CMが放送された。 
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テレビ広告では、「テレビ埼玉」の第 106 回 全国高校野球埼玉大会 決勝戦・準決勝戦の中継に

おいて広告が掲出された。 

インターネット広告では、YouTube 広告「インストリーム広告（30 秒）」を、7/10～11/30 までの

約 5 か月間で実施した結果、埼玉県内エリアを対象に約 135.5 万回表示され、30秒間最後まで視聴

された視聴回数は 70.5 万回となった。 
 
（8）会員配布物送付業務 

協会や関係団体の情報の周知徹底を図るため、会員直送便を年 6回実施した。また、未到達者に

ついては支部に協力を依頼して未到達者の減少に努めた。 
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【別表 1】 

 

（1）令和６年度 会議等開催一覧表 

 

（2）令和６年度 総会・理事会 開催一覧表 
第 13 回 定時社員総会 令和 6 年 5 月 29 日（水）／レイボックホール 小ホール 

報告事項 

①令和 5 年度事業報告書について 

審議事項 ※全議案承認可決 

第 1 号議案 令和 5 年度貸借対照表及び正味財産増減計算書並びに財産目録承認に関する件 ＜監査報告＞ 

第 2 号議案 理事５０名選任の件 

第 3 号議案 監事５名選任の件 

 
第 1 回 理事会 令和 6 年 4 月 26 日（金）／埼玉県宅建会館／出席理事 44 名 

報告事項 

①令和 5 年度（3 月）入会者について ②「ハトマーク不動産ショップ」ＰＲ広告の実施について ③令和 6 年度 住宅瑕

疵担保履行法届出書受付補助業務委託事務にかかる単価について ④令和 6 年度 宅地建物取引士資格の登録申

請書等受付補助業務等委託事務にかかる単価について ⑤令和 5 年度 埼玉県「空き家コーディネーター」業務の相

談受付結果について ⑥令和 6 年度 埼玉県「空き家コーディネーター」業務の受託について ⑦第 8 回 不動産業者

向け「空き家管理セミナー」の開催について ⑧令和 6 年度 宅地建物取引士資格試験への対応とご協力のお願い ⑨

協会等会議日程について ⑩一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会 埼玉県支部の会員数について 

審議事項 ※全議案承認可決 

第 1 号議案 令和 5 年度 事業報告書及び附属明細書 承認に関する件 

第 2 号議案 令和 5 年度 貸借対照表及び正味財産増減計算書及び附属明細書並びに財産目録承認に関する件 

第 3 号議案 理事 50 名選任（案）承認に関する件 

第 4 号議案 監事 5 名選任（案）承認に関する件 

 

第 2 回 理事会 令和 6 年 5 月 29 日（水）／レイボックホール 集会室１／出席理事 43 名 

審議事項 ※全議案承認可決 

第 1 号議案 会長選定に関する件 

第 2 号議案 副会長・専務理事・副専務理事・常務理事・委員長選定に関する件 

第 3 号議案 （公社）全国宅地建物取引業協会連合会派遣役員選出に関する件 

 
第 3 回 理事会 令和 6 年 6 月 21 日（金）／埼玉県宅建会館／出席理事 43 名 

報告事項 

①令和６-７年度 エリア運営委員会 委員長・副委員長について ②令和６-７年度 関係団体派遣役員について ③

「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の一部改正（案）について ④

令和６年度 埼玉県「空き家コーディネーター」業務の進捗状況について ⑤レインズ課金制度運用基準の一部改訂

について ⑥令和６年度 宅地建物取引士資格試験会場（６カ所）の運営について ⑦協会の会議日程について 

審議事項 ※全議案承認可決 

第 1 号議案 令和６-７年度 各種委員（案） 承認に関する件 

第 2 号議案 令和６-７年度 顧問・相談役（案） 承認に関する件 

第 3 号議案 非業務執行理事等との賠償責任限定契約締結 承認に関する件 

会議名 回数 開催日 

定時社員総会 1 5/29 

理事会 6 4/26 5/29 6/21 9/11 12/20 3/19 

常務理事会 3 8/29 12/5 3/4 

総務財務･広報委員会 4 4/19 8/7 11/7 2/25 

相談･法令遵守委員会 3 7/8 12/9 2/14 

宅地建物取引士法定講習委員会 3 7/2 11/8 2/17 

情報･業務支援委員会 2 8/7 2/20 

宅地建物取引士資格試験特別委員会 3 7/12 11/7 2/17 

組織財政改革特別委員会 2 9/24 2/12 

選挙管理委員会 1 5/9 

正副会長会議 3 8/29 11/25 3/4 

協会運営会議 1 5/17 

監査会 2 4/19 11/15 

監事会 1 11/15 
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第 4 回 理事会 令和 6 年 9 月 11 日（水）／ホテル木暮「飛鳥の間」／出席理事 39 名 

報告事項 

①表彰受賞者について ②令和６年度（４月～８月）入会者について ③第３７回 宅建業 開業支援セミナー 開催

結果について ④令和７年 定時社員総会 開催日程・会場について ⑤ハトマークブランディング活動（ラジオ･テレ

ビ･ＹｏｕＴｕｂｅ広告）の実施について ⑥令和６年度 宅建業者法定研修会の開催について ⑦令和６年度 法令遵

守指導の実施について ⑧令和６年度 埼玉県「空き家コーディネーター」業務の進捗状況について ⑨第８回 不

動産業者向け「空き家管理セミナー」の開催結果について ⑩令和６年度 賃貸不動産経営管理士講習（埼玉会

場）の開催結果について ⑪令和６年度 宅地建物取引士資格試験会場（６カ所）の運営について ⑫関係団体派

遣役員について ⑬協会等会議日程について ⑭事務局職員の採用について 

審議事項 ※全議案承認可決 

第 1 号議案 宅地建物取引士資格試験事務の協力機関受託に伴う公益目的事業の変更認定申請（案）承認に関する件 

第 2 号議案 試験協力に係る３者協定書（案）承認に関する件 

第 3 号議案 定款施行規則一部改正（案）承認に関する件 

第 4 号議案 委員会等旅費規程一部改正（案）承認に関する件 

第 5 号議案 エリア運営規約一部改正（案）承認に関する件 

第 6 号議案 支部規則（準則）一部改正（案）承認に関する件 

第 7 号議案 会議資料のペーパーレス化導入（案）承認に関する件 

第 8 号議案 長期修繕計画に基づく修繕工事の実施（案）承認に関する件 

第 9 号議案 資産取得資金の変更（案）承認に関する件 

 
第 5 回 理事会 令和 6 年 12 月 20 日（金）／埼玉県宅建会館／出席理事 44 名 

報告事項 

①褒章受章者・表彰受賞者について ②令和６年度（９月～１１月期）入・退会関係報告について ③｢第３８回 宅建

業 開業支援セミナー｣開催結果について ④「ナチュラルビズ」の導入について ⑤埼玉県「さいたま緑のトラスト基

金」等への寄附について ⑥宅地建物取引業法及び不動産公正競争規約違反事例について ⑦宅地建物取引業

者票等の一部改正について ⑧全宅連策定書式に係るチャットボット機能導入について ⑨本部不動産無料相談

所の運営について ⑩令和６年度 埼玉県「空き家コーディネーター」業務の進捗状況について ⑪令和６年度 宅

地建物取引士資格試験 ６会場の運営について ⑫令和６年１０月末日までの業務執行の状況について ⑬協会等

会議日程について ⑭令和７年 新年賀詞交歓会の開催について ⑮事務局職員の採用について 

審議事項 ※全議案承認可決 

第 1 号議案 会館２階 事務所のレイアウト変更工事の実施（案）承認に関する件 

第 2 号議案 令和７年度「開業支援キャンペーン」（案）承認に関する件 

 
第 6 回 理事会 令和 7 年 3 月 19 日（水）／埼玉県宅建会館／出席理事 40 名 

報告事項 

①令和６年度（１２月～２月期）入退会関係報告について ②｢第３９回 宅建業 開業支援セミナー」開催結果について 

③令和６年度 埼玉県「空き家コーディネーター」業務の進捗状況について ④令和７年度以降の宅地建物取引士資

格試験協力機関の決定について ⑤令和７年度 宅地建物取引士資格試験の実施計画について ⑥監事１名 退任

について ⑦協会等会議日程について ⑧本部事務局職員人事（定年退職・再雇用・昇格・採用）について 

審議事項 ※全議案承認可決 

第 1 号議案 定款「事業目的の追加・員外理事並びに監事の導入」一部変更（案）承認に関する件 

第 2 号議案 定款施行規則「入会事務手数料の呼称変更・員外理事並びに監事の選出基準」一部改正（案）承認に関する件 

第 3 号議案 役員報酬規程「交通費支給基準・員外理事並びに監事の支給方法」一部改正（案）承認に関する件 

第 4 号議案 令和７年度 事業計画書（案） 承認に関する件 

第 5 号議案 令和７年度 収支予算書（案） 承認に関する件 

第 6 号議案 令和７年度 資金調達及び設備投資の見込（案） 承認に関する件 

第 7 号議案 固定資産の除却（案）承認に関する件 

第 8 号議案 令和７年 定時社員総会 付議事項（案）並びに白紙委任状の受任者 承認に関する件 

第 9 号議案 役員賠償責任保険の更新（案）承認に関する件 

第１０号議案 事務局諸規程「育児・介護休業等規程」改定（案）承認に関する件 

第１１号議案 カスタマーハラスメント対策による制定掲示物取扱い（案）承認に関する件 

第１２号議案 専任相談員（事務局臨時職員）の採用（案）承認に関する件 

第１３号議案 （一財）不動産適正取引推進機構との宅地建物取引士資格試験に係る業務委託契約の締結（案）承認に関する件 

第１４号議案 （公社）埼玉県弘済会との宅地建物取引士資格試験に係るアドバイザリー契約の締結（案）承認に関する件 

第１５号議案 支部への「宅地建物取引士資格試験事務交付金（新設）」（案）承認に関する件 

第１６号議案 宅地建物取引士試験委員会 委員選任（案）承認に関する件 

第１７号議案 宅地建物取引士資格試験特別委員会の解散（案）承認に関する件 

第１８号議案 監事１名 選任（案）承認に関する件 
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【別表２】



令和６年度 公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会 

16 支部事業報告書 
 

事業報告書は、事業区分別（公１事業、公２事業、公３事業、 

収１事業、他１事業、法人管理）の順に活動した事業を記載 

（16 支部） 

・川口支部（川口市並木 2-24-21） 

・南彩支部（戸田市上戸田 1-14-10） 

・さいたま浦和支部（さいたま市浦和区常盤 6-2-1） 

・大宮支部 （さいたま市大宮区仲町 1-104 ） 

・彩央支部（上尾市二ツ宮 750） 

・埼玉北支部（熊谷市籠原南 3-187） 

・本庄支部 （本庄市朝日町 3-1-19） 

・埼玉東支部 （草加市稲荷 3-18-2） 

・越谷支部 （越谷市越ケ谷 2-8-23） 

・埼葛支部（南埼玉郡宮代町笠原 2-2-7） 

・北埼支部 （羽生市中岩瀬 1059-2） 

・県南支部 （朝霞市本町 1-2-26） 

・埼玉西部支部（川越市脇田本町 14-20） 

・所沢支部（所沢市元町 28-17） 

・彩西支部（狭山市根岸 1-1-1） 

・秩父支部（秩父市上宮地町 10-8） 
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実施 事業内容等 実施 事業内容等 実施 事業内容等 実施 事業内容等

ｱ 無料相談所 ○ 31回実施：85件 ○ 15回実施：28件 ○ 12回実施：103件
ワンストップ相談：3件

○ 19回実施：75件

ｲ 弁護士 ○ 12回実施：48件 ○ 12回実施

ｱ-2 宅建オープンセミナー ○ 研修会1会場(11/9) ○ 研修会1会場(2/3) ○ 研修会1会場(2/13)

ｲ 展示会（不動産フェア） ○ フェア4会場開催
(8/24-25,10/6,10/26-27,11/17)

○ フェア1会場開催
(11/3) ○ フェア4会場開催

(10/26,11/3,11/9×2)

ｲ 広報・新聞等 ○ 広報誌等法令等周知 ○ 広報誌等法令等周知 ○ ホームページ法令等周知 ○ 広報誌等法令等周知

ｳ 本支部事務所 ○ 情報提供 ○ 情報提供 ○ 情報提供 ○ 情報提供

ｱ レインズ ○ 利用促進等 ○ 利用促進等 ○ 利用促進等 ○ 利用促進・研修等

ｲ ハトマークサイト埼玉 ○ 不動産フェアでＰＲ ○ ホームページでＰＲ ○ 消費向け利用促進 ○ 消費向け利用促進

ｱ 法令遵守指導 ○ 51件実施 ○ 33件実施 ○ 88件実施 ○ 90件実施

ｲ 不動産広告規約遵守・啓発 ○ 適正広告推進 ○ 適正広告推進 ○ 適正広告推進 ○ 適正広告推進

ｳ 業法違反者指導 ○ 指導等1件 ○ 指導等2件

ｱ-1 宅建業者法定研修会(補助)

ｱ-2 宅建業法令研修会 ○ 会場研修実施１回(7/30) ○ 会場研修実施１回(2/17) ○ 会場研修実施１回(9/17)

ｲ-1 宅建取引士講習会 ○ 講習会に関する情報提供 ○ 講習会に関する情報提供 ○ 講習会に関する情報提供 ○ 講習会に関する情報提供

ｱ-1 自然環境保全・環境美化 ○ 地域清掃活動等
屋外広告物条例遵守 ○ 地域清掃活動等

屋外広告物条例遵守 ○ 屋外広告物条例遵守
緑のトラスト基金寄付 ○ 地域浄化対策支援等

屋外広告物条例遵守

ｱ-2 地球温暖化防止啓発

ｲ 防犯対策・暴力追放 ○ 防犯パトロール
暴力追放推進協議会協力

○ 防犯パトロール
警察署協議会協力支援 ○ 防犯パトロール

子供・女性100番の店等 ○ 防犯パトロール
子供・女性100番の店等

ｳ-1 震災被災者支援 ○ 住宅確保支援 ○ 住宅確保支援 ○ 住宅確保支援

ｳ-2 住宅要配慮者住宅情報支援 ○ 入居支援情報提供 ○
外国人・生活困窮者
入居支援情報提供 ○

生活困窮者入居支
援情報提供 ○ 生活困窮者入居支援情報提供

ｳ-3 産廃不法投棄情報提供 ○ 情報提供協力

ｳ-4 ＡＥＤ普及・啓発

ｴ-1 市民祭参加・募金寄付事業 ○ 川口市社会福祉協議会寄付 ○
蕨市,戸田市,川口市
社会福祉協議会寄付

ｴ-2 スポーツ振興

ｴ-3 地域住民対象イベント講演

ｴ-4 代替地等物件情報提供 ○ 土地バンク事業情報提供等 ○ 空家バンク事業協力等 ○ 市民営児童クラブ候補物
件への情報提供 ○ さいたま市代替地情報協力

ｴ-5 宅建業に関わる意見提言 ○ 資産税協議会提言 ○
戸田市固定資産
評価審査委員会提言 ○ 資産税協議会提言

○ 会員提供品販売 ○ 会員提供品販売 ○ 会員提供品販売 ○ 会員提供品販売

○ 宅建試験補助等 ○ 宅建試験補助等 ○ 宅建試験補助等 ○ 宅建試験補助等
資産税協議会事務

○
不動産キャリアパーソン・

ハトサポ利用促進 ○ 会員研修会実施(6/17)

○ 行政意見提言等 ○ 行政意見提言等 ○ 支部嘱託弁護士制度運営

行政意見提言等 ○ 行政意見提言等

○ 青年部フットサル活動
会員交流事業（屋形船） ○

青年部会活動
新年会等 ○ 賀詞交歓会開催

チャリティゴルフ ○ 新年賀詞交歓会開催
青年部親睦活動等

○ 支部運営管理 ○ 支部運営管理 ○ 支部運営管理
能登震災義援金活動 ○ 支部運営管理

○ 入18：退11 ○ 入8：退10 ○ 入30：退20 ○ 入28：退30

○ 支部組織強化 ○ 支部組織強化 ○ 支部組織強化

○ 倫理綱領遵守 ○ 倫理綱領遵守 ○ 倫理綱領遵守 ○ 倫理綱領遵守

○ 適正会計処理 ○ 適正会計処理 ○ 適正会計処理 ○ 適正会計処理

○ 会費徴収事務 ○ 会費徴収事務 ○ 会費徴収事務 ○ 会費徴収事務

○ 協会ＰＲ活動 ○
協会ＰＲ活動
支部広報発刊

○ 配布物送付 ○ 配布物送付 ○ 配布物送付 ○ 配布物送付

令和６年度　１６支部事業報告書

事業区分
川口 南彩 さいたま浦和 大宮

（１）
地域社会
発展・振興事業

収
益
事
業

収１
（２）会員提供品の販売

（３）関係団体事務受託

共
益
事
業

他１

（１）会員研修

（２）会員業務支援

（３）会員交流

公
益
事
業

公１

（１）
宅建業
相談・助言

（２）
宅建取引
普及・啓発

（３）
業法・法令
・業者情報提供

（４）
宅建取引調査
・情報提供

公２

（１）
法令遵守
指導・助言

（２）
人材育成事業

公３

法
人
管
理

①総務

②入退会計画等

③組織関係

④綱紀関係

⑤財務

⑥会費徴収事務

⑦広報業務

⑧会員配布物送付業務
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実施 事業内容等 実施 事業内容等 実施 事業内容等 実施 事業内容等

ｱ 無料相談所 ○ 42回実施：105件
空家利活用相談：15件

○ 36回実施：106件 ○ 15回実施：45件
空家個別相談：5件

○ 37回実施：51件

ｲ 弁護士 ○ 随時実施：15件

ｱ-2 宅建オープンセミナー ○
研修会2会場
(2/13,3/7) ○

研修会2会場
(6/22,9/20) ○ 支部研修１回(9/26)

東部エリア研修１回(2/24)

ｲ 展示会（不動産フェア） ○
フェア2会場開催
(11/9-10,11/16) ○ フェア3会場開催

(11/9-10,11/16-17) ○
フェア1会場開催
(10/20) ○ フェア3会場開催

(10/27,11/2,11/16-17)

ｲ 広報・新聞等 ○ 広報誌等法令等周知 ○ 広報誌等法令等周知 ○ ホームページ法令等周知 ○ 広報誌等法令等周知

ｳ 本支部事務所 ○ 情報提供 ○ 情報提供 ○ 情報提供 ○ 情報提供

ｱ レインズ ○ 利用促進等 ○ 利用促進等

ｲ ハトマークサイト埼玉 ○ 消費向け利用促進

ｱ 法令遵守指導 ○ 48件実施 ○ 38件実施 ○ 20件実施 ○ 50件実施

ｲ 不動産広告規約遵守・啓発 ○ 適正広告推進 ○ 適正広告推進 ○ 適正広告推進 ○ 適正広告推進

ｳ 業法違反者指導

ｱ-1 宅建業者法定研修会(補助) ○ 会場研修・Web研修支援 ○ 会場研修・Web研修支援

ｱ-2 宅建業法令研修会 ○ 会場研修実施１回(2/28)

ｲ-1 宅建取引士講習会 ○ 講習会に関する情報提供 ○ 講習会に関する情報提供

ｱ-1 自然環境保全・環境美化 ○
環境美化協定協力
エコキャップ分別 ○ 行政環境推進協議会・

景観審議会   参画

ｱ-2 地球温暖化防止啓発

ｲ 防犯対策・暴力追放 ○ 防犯パトロール ○ 自治会加入促進等
暴力排除協議会協力 ○ 防犯パトロール

暴力排除協議会協力等 ○ 行政交通安全推進協議会
自治会加入促進等協力等

ｳ-1 震災被災者支援 ○ 住宅確保支援

ｳ-2 住宅要配慮者住宅情報支援 ○ 入居支援情報提供 ○ 低額家賃住宅情報提供
陥没事故関連物件情報提供

ｳ-3 産廃不法投棄情報提供 ○ 情報提供協力

ｳ-4 ＡＥＤ普及・啓発

ｴ-1 市民祭参加・募金寄付事業 ○ 産業祭等の活動支援 ○ 草加市・八潮市祭り

実行委員会参画

ｴ-2 スポーツ振興

ｴ-3 地域住民対象イベント講演 ○ 一般向け研修会3回
(6/10,9/20,3/14)

ｴ-4 代替地等物件情報提供 ○ 空家対策協議会参加等 ○ 空家対策活動等 ○ 空家対策活動等 ○ 空家問題解消認定講習会
実施(3/14)等 支援活動

ｴ-5 宅建業に関わる意見提言 ○ 資産税協議会提言 ○ 資産税協議会提言 ○ 行政各審議会参画

○ 会員提供品販売 ○ 会員提供品販売 ○ 会員提供品販売 ○ 会員提供品販売

○ 宅建試験補助等 ○ 宅建試験補助
・資産税協議会事務 ○ 宅建試験補助等 ○ 宅建試験補助等

○ 行政意見提言等 ○ 行政意見提言等 ○ 行政意見提言等 ○
会員限定法律相談
行政意見提言等

○ 青年部交流活動
会員福利増進ゴルフ ○

チャリティゴルフ
親睦旅行等 ○ 新年賀詞交歓会開催 ○ 支部親睦旅行

青年部・レディス部親睦活動

○ 支部運営管理 ○ 支部運営管理 ○ 支部運営管理 ○ 支部運営管理

○ 入17：退20 ○ 入16：退：7 ○ 入4：退3 ○ 入13：退10

○ 支部組織強化 ○ 支部組織強化 ○ 支部組織強化

○ 倫理綱領遵守 ○ 倫理綱領遵守 ○ 倫理綱領遵守 ○ 倫理綱領遵守

○ 適正会計処理 ○ 適正会計処理 ○ 適正会計処理 ○ 適正会計処理

○ 会費徴収事務 ○ 会費徴収事務 ○ 会費徴収事務 ○ 会費徴収事務

○ 協会ＰＲ活動 ○ 協会ＰＲ活動 ○ 協会ＰＲ(新聞・市HP)活動

○ 配布物送付 ○ 配布物送付 ○ 配布物送付 ○ 配布物送付

令和６年度　１６支部事業報告書

事業区分
彩央 埼玉北 本庄 埼玉東

（１）
地域社会
発展・振興事業

収
益
事
業

収１
（２）会員提供品の販売

（３）関係団体事務受託

共
益
事
業

他１

（１）会員研修

（２）会員業務支援

（３）会員交流

公
益
事
業

公１

（１）
宅建業
相談・助言

（２）
宅建取引
普及・啓発

（３）
業法・法令
・業者情報提供

（４）
宅建取引調査
・情報提供

公２

（１）
法令遵守
指導・助言

（２）
人材育成事業

公３

法
人
管
理

①総務

②入退会計画等

③組織関係

④綱紀関係

⑤財務

⑥会費徴収事務

⑦広報業務

⑧会員配布物送付業務
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実施 事業内容等 実施 事業内容等 実施 事業内容等 実施 事業内容等

ｱ 無料相談所 ○ 16回実施：106件 ○ 77回実施：220件 ○ 25回実施：27件
空家個別相談：6回:22件

○ 49回実施：104件

ｲ 弁護士 ○ 12回実施

ｱ-2 宅建オープンセミナー ○ 東部エリア開催研修１回
(2/24) ○ 東部エリア開催研修１回

(2/24) ○ 西部エリア開催研修１回
(9/26)

ｲ 展示会（不動産フェア） ○ フェア2会場開催
(10/26-27,11/17) ○ フェア3会場開催

(10/12-13,10/27,11/3) ○
フェア1会場開催
(11/3) ○

フェア1会場開催
(11/17)

ｲ 広報・新聞等 ○ 広報誌等法令等周知 ○ 広報誌等法令等周知 ○ 法令等周知 ○ 広報誌等法令等周知

ｳ 本支部事務所 ○ 情報提供 ○ 情報提供 ○ 情報提供 ○ 情報提供

ｱ レインズ ○ 利用促進等 ○ 利用促進等 ○ 利用促進・研修等 ○ 利用促進・研修等

ｲ ハトマークサイト埼玉 ○ 不動産フェアでPR ○
不動産フェア消費
者向け利用促進 ○ 消費向け利用促進

ｱ 法令遵守指導 ○ 44件実施 ○ 66件実施 ○ 23件実施 ○ 40件実施

ｲ 不動産広告規約遵守・啓発 ○ 適正広告推進 ○ 適正広告推進 ○ 適正広告推進 ○ 適正広告推進

ｳ 業法違反者指導

ｱ-1 宅建業者法定研修会(補助) ○ 会場研修・Web研修支援

ｱ-2 宅建業法令研修会 ○ 会場研修実施１回(11/18)　　 ○ 会場研修実施１回(9/10)　　

ｲ-1 宅建取引士講習会 ○ 講習会に関する情報提供 ○ 講習会に関する情報提供 ○ 講習会に関する情報提供

ｱ-1 自然環境保全・環境美化 ○ 屋外広告物条例遵守
エコキャップ分別 ○ 青年部清掃活動 ○ 青年部清掃活動 ○ 屋外広告物条例遵守

ｱ-2 地球温暖化防止啓発

ｲ 防犯対策・暴力追放 ○
交通安全推進協会
暴力追放協議会協力 ○ 自治会加入促進等

暴力追放推進協議会協力 ○ 防犯パトロール
暴力追放推進協議会協力 ○ 防犯パトロール・見守協定

の高齢者見守り実施等

ｳ-1 震災被災者支援 ○ 住宅確保支援 ○ 住宅確保支援

ｳ-2 住宅要配慮者住宅情報支援 ○
生活困窮者入居支
援情報提供 ○

生活困窮者入居支
援情報提供 ○

生活困窮者入居支
援情報提供

ｳ-3 産廃不法投棄情報提供 ○ 情報提供協力 ○ 情報提供協力

ｳ-4 ＡＥＤ普及・啓発 ○ ＡＥＤ設置

ｴ-1 市民祭参加・募金寄付事業 ○ 産業祭市民祭協賛

ｴ-2 スポーツ振興

ｴ-3 地域住民対象イベント講演 ○
市民対象記念講演
実施1回 (2/16)

ｴ-4 代替地等物件情報提供 ○
空家対策活動
公社公売情報提供 ○

代替地情報提供
空き家対策等 ○ 代替地情報提供等 ○ 空家対策活動等

ｴ-5 宅建業に関わる意見提言 ○ 資産税協議会提言 ○ 資産税協議会提言 ○ 資産税協議会提言

○ 会員提供品販売 ○ 会員提供品販売

○ 宅建試験補助等 ○ 宅建試験補助 ○ 宅建試験補助等 ○ 宅建試験補助等

○
会員研修2会場実施

(11/8,2/10) ○ 税務研修会
（2/14）

○ 行政意見提言等 ○
会員限定法律相談
行政意見提言等 ○ 行政意見提言等 ○

会員間物件情報交流

行政意見提言等

○ 会員親睦会開催
東部エリア青年部交流 ○ 都宅協親睦ゴルフ交流 ○ 新年賀詞交歓会開催

○ 支部運営管理 ○ 支部運営管理 ○ 支部運営管理 ○ 支部運営管理

○ 入17：退4 ○ 入10：退18 ○ 入7：退3 ○ 入8：退12

○ 支部組織強化 ○ 支部組織強化 ○ 支部組織強化

○ 倫理綱領遵守 ○ 倫理綱領遵守 ○ 倫理綱領遵守 ○ 倫理綱領遵守

○ 適正会計処理 ○ 適正会計処理 ○ 適正会計処理 ○ 適正会計処理

○ 会費徴収事務 ○ 会費徴収事務 ○ 会費徴収事務 ○ 会費徴収事務

○ 協会ＰＲ活動 ○ 協会ＰＲ活動

○ 配布物送付 ○ 配布物送付 ○ 配布物送付

令和６年度　１６支部事業報告書

事業区分
越谷 埼葛 北埼 県南

（１）
地域社会
発展・振興事業

収
益
事
業

収１
（２）会員提供品の販売

（３）関係団体事務受託

共
益
事
業

他１

（１）会員研修

（２）会員業務支援

（３）会員交流

公
益
事
業

公１

（１）
宅建業
相談・助言

（２）
宅建取引
普及・啓発

（３）
業法・法令
・業者情報提供

（４）
宅建取引調査
・情報提供

公２

（１）
法令遵守
指導・助言

（２）
人材育成事業

公３

法
人
管
理

①総務

②入退会計画等

③組織関係

④綱紀関係

⑤財務

⑥会費徴収事務

⑦広報業務

⑧会員配布物送付業務
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実施 事業内容等 実施 事業内容等 実施 事業内容等 実施 事業内容等

ｱ 無料相談所 ○ 90回実施：166件 ○ 14回実施：82件
ワンストップ相談：6件

○ 44回実施：81件
ワンストップ相談：14件

○ 14回実施：31件

ｲ 弁護士 ○ 開催：随時対応

ｱ-2 宅建オープンセミナー ○ 西部エリア開催研修１回
(9/26) ○ 西部エリア開催研修１回

(9/26) ○ 西部エリア開催研修１回
(9/26)

ｲ 展示会（不動産フェア） ○ フェア5会場開催
(11/2-3-4,9-10,16-17) ○

フェア1会場開催
(10/26-27) ○ フェア1会場開催

(11/3)

ｲ 広報・新聞等 ○ ホームページ法令等周知 ○ 広報誌等法令等周知 ○ 広報誌等法令等周知 ○ 広報誌等法令等周知

ｳ 本支部事務所 ○ 情報提供 ○ 情報提供 ○ 情報提供 ○ 情報提供

ｱ レインズ ○ 利用促進等 ○ 利用促進等 ○ 利用促進・研修等 ○ 利用促進等

ｲ ハトマークサイト埼玉 ○ 消費向け利用促進 ○ ホームページでＰＲ ○ 消費向け利用促進

ｱ 法令遵守指導 ○ 110件実施 ○ 41件実施 ○ 27件実施 ○ 10件実施

ｲ 不動産広告規約遵守・啓発 ○ 適正広告推進 ○ 適正広告推進 ○ 適正広告推進

ｳ 業法違反者指導

ｱ-1 宅建業者法定研修会(補助) ○ 研修会協力

ｱ-2 宅建業法令研修会 ○ 会場研修実施１回(2/20)　　

ｲ-1 宅建取引士講習会 ○ 講習会に関する情報提供 ○ 講習会に関する情報提供 ○ 講習会に関する情報提供

ｱ-1 自然環境保全・環境美化 ○ 屋外広告物条例遵守 ○ 青年部清掃活動・
エコキャップ回収等 ○ 屋外広告物条例遵守

秩父環境美化実施

ｱ-2 地球温暖化防止啓発

ｲ 防犯対策・暴力追放 ○ 防犯キャンペーン実施
暴力排除協議会協力等 ○ 暴力追放推進協議会協力 ○ 防犯パトロール

暴力追放推進協議会協力 ○ 防犯パトロール
暴力排除協議会協力

ｳ-1 震災被災者支援 ○ 住宅確保支援 ○ 住宅確保支援 ○
火災被災者への住
宅支援等 ○ 住宅確保支援

ｳ-2 住宅要配慮者住宅情報支援 ○
外国人・生活困窮者
入居支援情報提供 ○ 生活困窮者等入居支援情報提供

ｳ-3 産廃不法投棄情報提供 ○ 情報提供協力 ○
不法投棄監視
パトロール等

ｳ-4 ＡＥＤ普及・啓発 ○
ＡＥＤ操作講習実施

ＡＥＤ設置

ｴ-1 市民祭参加・募金寄付事業 ○ 川越市社会福祉基金等寄付

ｴ-2 スポーツ振興

ｴ-3 地域住民対象イベント講演

ｴ-4 代替地等物件情報提供 ○ 空家対策活動等
ワンストップ相談：35件 ○

企業誘致情報提供
空き家対策対応 ○ 空家対策活動等 ○ 空家バンク推進等

ｴ-5 宅建業に関わる意見提言 ○ 行政各審議会参画 ○ 資産税協議会提言

○ 会員提供品販売 ○ 会員提供品販売 ○ 会員提供品販売 ○ 会員提供品販売

○ 宅建試験補助等 ○ 宅建試験補助 ○ 宅建試験補助等 ○ 宅建試験補助等

○ 青年部研修実施
(7/26,11/7・見学会9/13) ○ 支部理事監事研修会

実施(12/24) ○
本部Web研修への
参加

○ 行政意見提言等 ○
会員限定法律相談
行政意見提言等 ○ 免許更新申請指導助言

行政意見提言等 ○ 会員間物件情報交流
行政意見提言等

○ 新年賀詞交歓会等 ○
会員ゴルフコンペ
新年賀詞交歓会開催 ○

会員研修旅行
新年賀詞交歓会開催 ○ 新年会、会員交流実施

○ 支部運営管理 ○ 支部運営管理 ○ 支部運営管理 ○ 支部運営管理

○ 入24：退28 ○ 入6：退11 ○ 入6：退11 ○ 入2：退2

○
支部組織強化
地区事業管理 ○ 支部組織強化

支部統合に向けた運営協議等
○ 支部組織強化

合理的組織運営協議等 ○ 支部組織強化

○ 倫理綱領遵守 ○ 倫理綱領遵守 ○ 倫理綱領遵守 ○ 倫理綱領遵守

○ 適正会計処理 ○ 適正会計処理 ○ 適正会計処理 ○ 適正会計処理

○ 会費徴収事務 ○ 会費徴収事務 ○ 会費徴収事務 ○ 会費徴収事務

○ 協会ＰＲ活動 ○ 協会ＰＲ活動 ○ 協会ＰＲ(新聞)活動等

○ 配布物送付 ○ 配布物送付 ○ 配布物送付 ○ 配布物送付

令和６年度　１６支部事業報告書

事業区分
埼玉西部 所沢 彩西 秩父

（１）
地域社会
発展・振興事業

収
益
事
業

収１
（２）会員提供品の販売

（３）関係団体事務受託

共
益
事
業

他１

（１）会員研修

（２）会員業務支援

（３）会員交流

公
益
事
業

公１

（１）
宅建業
相談・助言

（２）
宅建取引
普及・啓発

（３）
業法・法令
・業者情報提供

（４）
宅建取引調査
・情報提供

公２

（１）
法令遵守
指導・助言

（２）
人材育成事業

公３

法
人
管
理

①総務

②入退会計画等

③組織関係

④綱紀関係

⑤財務

⑥会費徴収事務

⑦広報業務

⑧会員配布物送付業務
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公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会 事業区分一覧 

 

公

益

事

業 

公１事業 
相談･情報提供事業 

【10 事業】 

(1)宅地建物取引に関する 

  相談・助言 

ｱ 不動産無料相談員による一般相談 

ｲ 弁護士による不動産法律相談 

(2)宅地建物取引に関する 

  普及啓発 

ｱ セミナーによる普及啓発 ｱ-1 ハトマーク不動産セミナー 

ｱ-2 宅建オープンセミナー（支部主催） 

ｲ 展示会（不動産フェア）による普及啓発 

(3)宅地建物取引業法 

  及び関係法令、 

  業者の情報提供 

ｱ 宅建業開業支援セミナーによる情報提供 

ｲ 広報誌･ホームページ･新聞等による情報提供 

ｳ 本支部事務所における情報提供 

(4)宅地建物取引に関する 

  調査･資料収集･情報提供 

ｱ 不動産流通標準情報システム（レインズ）による調査・資料収集・情報提供 

ｲ 不動産統計情報サイト（ハトマークサイト）による調査・資料収集・情報提供 

公２事業 
法令遵守指導・ 

人材育成事業 

【8 事業】 

(1)宅建業者法令遵守 

  指導・助言 

ｱ 法令遵守指導 

ｲ 不動産広告に係る関係規約等の遵守・啓発 

ｳ 宅地建物取引業法違反者に対する指導 

(2)専門的知識・技能の 

  普及等の人材育成事業 

ｱ 宅地建物取引業者等を 

  対象とした研修会 

ｱ-1 宅建業者法定研修会（本部主催） 

ｱ-2 宅建業法令研修会（支部主催） 

ｱ-3 新規免許取得者研修（本部主催） 

ｲ 宅地建物取引士 

  法定講習会等 

ｲ-1 宅地建物取引士法定講習会 

ｲ-2 宅地建物取引士資格の登録申請書等 

   受付・書類届出周知・励行 

公３事業 
地域社会貢献・ 

発展・振興事業 

【12 事業】 

(1)一般消費者の住環境・ 

  住生活の向上を図る 

  地域社会の健全発展・ 

  振興 

ｱ 緑化･環境対策 

  事業 

ｱ-1 トラスト基金等自然環境保全及び地域環境美化活動 

ｱ-2 ＣＯ２削減による地球温暖化防止のための意識・啓発  

ｲ 防犯対策･暴力追放事業 

ｳ 地域社会の 

  健全な発展事業 

ｳ-1 震災被災者支援 

ｳ-2 住宅確保要配慮者へ賃貸住宅の供給支援 

ｳ-3 産業廃棄物不法投棄の情報提供事業への協力 

ｳ-4 ＡＥＤ(自動体外式除細動器）の普及・啓発 

ｴ 地域振興事業 ｴ-1 市民祭等地域イベント参加とバザー売上・チャリティ 

ｴ-1 募金等の社会福祉基金等へ寄付等事業 

ｴ-2 スポーツ振興 

ｴ-3 地域住民対象のイベントや講演会等開催 

ｴ-4 公共団体との協力による公共事業用地取得に伴う 

    代替地情報提供事業、企業誘致活動に対する物件 

   情報提供等協力支援等 

ｴ-5 宅地建物取引業に関る意見提言 

収

益

事

業 

収１事業 
会議室等賃貸、 

会員提供品販売、 

関係団体事務受託 

【３事業】 

(1)会議室等の賃貸 （埼玉宅建会館会議室等施設の貸与） 

(2)会員提供品の販売 （申請書・掲示物） 

(3)関係団体等の事務受託 （関係団体等からの事務受託） 

共

益

事

業 

他１事業 
会員研修、 

業務支援、 

交流活動 

【３事業】 

(1)会員研修 （役員対象組織運営研修・会員従業者対象業務支援研修） 

(2)会員業務支援 （会員業務支援・福利厚生事業） 

(3)会員交流 （会員・青年部・レディス部交流活動） 

法人管理 (1)総務  (2)入退会計画等  (3)組織関係  (4)綱紀関係  (5)財務 

(6)会費徴収事務  (7)広報業務  (8)会員配布物送付業務 
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監　査　報　告



定款一部変更（案）承認に関する件 

〔変更理由〕 

① 定款第４条について 

一般消費者の利益の擁護・増進を図るための専門的知識・技能の普及等の人材育

成及び国・地方公共団体・関係諸団体等との連携協力として、令和7年度より新たに

埼玉県における宅地建物取引士資格試験の協力機関となりました。 

つきましては、事業目的の新設による変更をご提案申し上げますので、ご承認の

ほど、お願い申し上げます。 

 

② 定款第２１条について 

公益社団及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条1項15号及び16号の改正に

より、公益法人は外部理事・外部監事を各1名以上選任することが求められることに

なりました。 

つきましては、理事・監事の選任要件の変更をご提案申し上げますので、ご承認

のほど、お願い申し上げます。 

 

変 更（案）（ 線部が変更箇所） 現 行 

（事業） 

第 4条 同右 

 

(1)  同右 

(2)  同右 

 

 

(3)  同右 

 

 

 

(4)  同右 

 

 

(5）  同右 

 

 

（事業） 

第 4条 この法人は、前条の目的を達成する

ため、次の事業を行う。 

(1) 宅地建物取引に関する相談所の運営 

(2) 宅地建物取引の知識の普及啓発及び宅

地建物取引業者の情報提供に関する事業 

(3) 宅地建物取引業法に基づく宅地建物の

流通の円滑化に関わる指定流通機構への

参画及び不動産流通情報提供システムの

運用に関する事業 

(4) 宅地建物取引業法に基づく法令遵守指

導及び連絡に関する事業及び宅地建物取

引の専門的知識能力向上に係る教育研修

に関する事業 

(5) 宅地建物取引業法に基づく宅地建物取

引士の講習等専門的資質の向上その他人

材育成に関する事業 
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(6）宅地建物取引業法に基づく宅地建物 

取引士資格試験業務の実施 

(7)  同右 

 

(8)  同右 

 

 

(9)  同右 

 

(10) 同右 

 

(11) 同右 

（略） 

 

（役員の選任） 

第 21 条 理事及び監事は、社員総会の決議

によって選任する。 

（略） 

 

 

 

 

（公益認定の取消し等に伴う贈与） 

第 41 条 この法人が公益認定の取消しの処

分を受けた場合又は合併により法人が消

滅する場合（その権利義務を承継する法

人が公益法人であるときを除く。）に

は、総会の決議を経て、公益目的取得財

産残額に相当する額の財産を、当該公益

認定の取消しの日又は当該合併の日から 1

箇月以内に、公益法人認定法第 5条第 20

号に掲げる法人又は国若しくは地方公共

団体に贈与するものとする。 

 

（残余財産の帰属） 

第 42 条 この法人が清算をする場合におい

て有する残余財産は、総会の決議を経

（ 新 設 ） 

 

(6) 宅地建物取引業に関する調査研究及び

研究支援 

(7) 環境対策、地域緑化推進、防犯対策そ

の他の地域社会の健全な発展に協力する

事業 

(8) 国及び地方公共団体並びに関係諸団体

等と連携協力して実施する事業 

(9) 宅地建物取引業者及びその従業者の業

務支援及び福利厚生に関する事業 

(10) その他この法人の目的を達成するた

めに必要な事業 

（略） 

（役員の選任） 

第 21 条 理事及び監事は、社員総会の決議

によって正会員（法人の宅地建物取引業

者である正会員にあってはその代表

者。）の中から選任する。ただし、総会

において必要と認めたときは、正会員以

外から監事を選任することができる。 

（略） 

（公益認定の取消し等に伴う贈与） 

第 41 条 この法人が公益認定の取消しの処

分を受けた場合又は合併により法人が消

滅する場合（その権利義務を承継する法

人が公益法人であるときを除く。）に

は、総会の決議を経て、公益目的取得財

産残額に相当する額の財産を、当該公益

認定の取消しの日又は当該合併の日から 1

箇月以内に、公益法人認定法第 5条第 17

号に掲げる法人又は国若しくは地方公共

団体に贈与するものとする。 

 

（残余財産の帰属） 

第 42 条 この法人が清算をする場合におい

て有する残余財産は、総会の決議を経

-37-



て、公益法人認定法第 5条第 20 号に掲げ

る法人又は国若しくは地方公共団体に贈

与するものとする。 

（略） 

て、公益法人認定法第 5条第 17 号に掲げ

る法人又は国若しくは地方公共団体に贈

与するものとする。 

（略） 

附 則  

令和 7 年 5 月 28 日 一部変更（第 4 条第 1 項 6 号新設以下繰り下げ、第 21 条第 1 項、

第 41 条、第 42 条）同日施行 

 

 

【 参 考 】 

 外部理事とは・・・ 

①当該法人又はその子法人の業務執行理事又は使用人でなく、かつ、その就任の前 10 年

間当該法人又はその子法人の業務執行理事又は使用人であったことがない者 

②当該法人の社員(※)（当該社員が法人である場合はその役員及び使用人）ではない者 

 

外部監事とは・・・ 

  ①その就任の前 10 年間当該法人又はその子法人の理事又は使用人であったことがない者 

②当該法人の社員(※)（当該社員が法人である場合はその役員及び使用人）ではない者 

 

(※)「社員」とは、正会員のことを指す 
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役員報酬規程 一部改正（案）承認に関する件 

 

〔改正理由〕  

公益社団及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条1項15号及び16号の改正により、

公益法人は外部理事・外部監事を各1名以上設置することが求められることになりました。 

つきましては、役員報酬規程のうち、外部役員の交通費支給基準並びに報酬の支給方法

について、一部改正をご提案申し上げます。 

 

改 正（案）（ 線部が変更箇所） 現 行 

（ 略 ） 

（理事の報酬） 

第 3条 同右 

 

 

 

 

２ 同右 

 

 

 

 

 

 

３ 前項の他、費用弁償として交通費実費相

当額（ただし正会員の理事にあっては所属

支部事務局の最寄り駅からの実費）を支給

する。 

（監事の報酬） 

第 4条 同右 

 

 

２ 同右 

 

 

（ 略 ） 

（理事の報酬） 

第 3条 理事が、本会の理事会、監査会、常

務理事会、正副会長会、協会運営会議、そ

の他理事の職務遂行のための会議（以下

｢理事会等｣という。）に出席したときは、報

酬を支給する。 

２ 前項の報酬の額は、１回あたり 5,000 円

（税別）とする。但し、同一の日の午前と

午後にわたって理事会等に出席した場合

は、3,000 円（税別）を加算して支給する。

また、同一の日に複数の理事会等に出席し

た場合の１日あたりの報酬額は 8,000 円

（税別）を上限とする。 

３ 前項の他、費用弁償として交通費実費相

当額（所属支部事務局の最寄り駅からの実

費）を支給する。 

 

（監事の報酬） 

第4条 監事が、本会の監査会に出席する等、

本会の本部又は支部において監事の職務

を遂行したときは、報酬を支給する。 

２ 前項の報酬の額は、職務遂行に係る時

間が 4時間以内の場合は 5,000 円（税

別）、4時間を超える場合は 8,000 円（税
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３ 前項の他、費用弁償として交通費実費相

当額（ただし正会員の監事にあっては所属

支部事務局の最寄り駅からの実費）を支給

する。 

（出張の報酬） 

第 5条 同右 

 

２ 同右 

 

３ 前項の他、費用弁償として交通費実費相

当額（特急・新幹線利用の場合は普通車・特

急指定席料金実費を加算する。また正会員

の役員にあっては所属支部事務局の最寄り

駅からの実費）、宿泊費 1 泊につき 15,000

円（税別）、食費 1食につき 1,500 円（税別）

を支給する。 

（執務の報酬） 

第 6条 同右 

 

 

２ 同右 

 

 

３ 同右 

 

４ 前項の他、費用弁償として交通費実費相

当額（ただし正会員の理事にあっては所属

支部事務局の最寄り駅からの実費）、食費 1

食につき 1,500 円（税別）を支給する。 

 

 

（支給方法） 

第 7条 第 3 条乃至第 5条に定める報酬、費

用（交通費、宿泊費、食費等）は、毎月末

で集計し翌月 10 日までに、当該役員の所

別）とする。 

３ 前項の他、費用弁償として交通費実費相

当額（所属支部事務局の最寄り駅からの実

費）を支給する。 

 

（出張の報酬） 

第5条 役員が職務遂行のため県内又は県外

に出張したときは、報酬を支給する。 

２ 前項の報酬の額は、出張 1 回につき

8,000 円（税別）とする。 

３ 前項の他、費用弁償として交通費実費相

当額（所属支部事務局の最寄り駅からの実

費、但し特急・新幹線利用の場合は普通車・

特急指定席運賃実費）、宿泊費 1 泊につき

15,000 円（税別）、食費 1 食につき 1,500

円（税別）を支給する。 

 

（執務の報酬） 

第 6条 理事のうち、会長、専務理事、副専

務理事が会務のために執務したときは、報

酬を支給する。 

２ 前項の執務とは、理事会等以外に本会の

本部において会務処理のため勤務した場

合をいう。 

３ 第 1 項の報酬の額は、執務 1 日につき

10,000 円（税別）とする。 

４ 前項の他、費用弁償として交通費実費相

当額（所属支部事務局の最寄り駅からの実

費）、食費 1 食につき 1,500 円（税別）を

支給する。 

 

 

（支給方法） 

第 7条 第 3 条乃至第 5条に定める報酬、費

用（交通費、宿泊費、食費等）は、毎月末

で集計し翌月 10 日までに、当該役員の所
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属する支部の指定預金口座に送金し、支部

よりすみやかに当該役員に現金により支給

する。ただし、会員以外の役員にあっては

直接現金による支給または指定預金口座に

送金する。 

（ 略 ） 

属する支部の指定預金口座に送金し、支部

よりすみやかに当該役員に現金により支

給する。 

（ 略 ） 

 

附 則  

2. 令和 7年 5月 28 日一部改正（第 3条第 3項、第 4条第 3項、第 5条第 3項、第 6条第 4

項、第 7条第 1項）令和 8年 4月 1日施行 
 

 

【参考】 

（規程の改廃） 

第 12 条 この規程を改正又は廃止しようとするときは、総会の承認を得なければならない。 
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監事 1名選任の件 

  

令和 7 年度 監事候補者一覧 

 
 

候補者氏名 
＝備考＝ ・所属支部 ・商号（名称）及び地位 

・この法人における地位等 

森田 浩実 
所属支部：埼葛支部 

商号（名称）：㈱藍新 代表取締役 
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本会は SDGs に賛同しその実現に向けて取り組んでいます。 

紙資源削減の為、総会資料をコンパクトにさせていただきました。 

見づらい箇所がございましたら本会 HP（下記 QRコード参照） 

にデータをアップしておりますので、そちらで 

ご確認ください。 

何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

 


